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投資事業評価調書（新規・継続） 

 

部    局 

課 室 名 
教育委員会事務局 体育保健課 

記 入 者 

職 氏 名 

体育保健課長 山根 尚 

（副課長兼管理班長 谷 栄二） 

 

１ 事業の概要 

事 業 名 県立弓道場機能充実事業 

総 事 業 費 

（ 概 算 ） 
１９２百万円 

Ｒ２年度補正

予算計上額 
１９２百万円 

 

所 在 地 兵庫県明石市明石公園１－２７ 

事業目的 昭和 63年に明石公園内に開設した県立弓道場施設・設備について、近年の県民ニーズや取り

巻く環境変化等を踏まえ、新たに地域の基盤となる施設を整備することで、より一層地域を活

性化させ、公園利用人口の増加とスポーツ・健康まちづくりを推進する。 

 併せて、弓道場としての機能充実を図り、大規模大会等を誘致できる環境を整備するととも

に、競技人口の裾野拡大と更なる競技力の向上を目指す。 

 また、幅広い年齢層が参加できる弓道の特徴を活かし、生涯スポーツの拠点施設として兵庫

のスポーツ振興を一層発展させ、スポーツ文化を確立することにより、一人ひとりが健康でい

きいきと暮らす社会の創造を目指す。 

事業内容 ・県立弓道場多目的施設整備 

(1) 整備規模 408㎡ 

①１階： 204㎡（更衣室、トイレ、選手控え・巻き藁練習スペース、収納倉庫等） 

②２階： 204㎡（多目的用途会議スペース、収納倉庫等） 

(2) 整備方針 

 ①地域の基盤となる施設整備 

  ・多目的使用の会議室の整備 

 ②弓道場機能充実整備 

  ・更衣室、トイレ、シャワー、選手控え・巻き藁練習スペース 

事業スケ

ジュール 

令和３年３月～ 基本設計・実施設計 

    ９月～ 多目的施設整備工事着工 

令和４年３月  工事完成（予定） 

 

２ 基準に基づく評価 

項  目 説               明  

必 要 性   県立弓道場が位置している明石公園の北側には地域コミュニティとなる施設が不足して

おり、弓道関係者以外での利活用が少ないことから、多目的に使用できる施設を整備し、

弓道人口の拡大だけでなく地域活性化にも貢献できる施設の整備が必要である。 

その中で、正式競技場として位置づけられている現状の県立弓道場は、会議スペースが

未設置であり、周辺にも会議室などの多目的に利用できる施設がないため、弓道審査会時

の筆記試験や講習会、指導者研修会等を実施することが不可能である。また、倉庫等収納

スペースも未設置のため、備品収納として利用している更衣室や巻き藁練習スペースも本

来の使用目的として使用されていない現状で整備の必要がある。 



２ 

 

有効性・ 

効率性 
多目的施設を整備することで、敷地を有効活用し、また、弓道場利用者への快適な使用や公

園全体としての利活用促進に大きく貢献することが期待できる。 

環境適合

性 

 建築部材等において可能な限り省エネ化を図ることで環境に配慮するとともに、施設の

維持管理に要するエネルギー使用量の抑制・効率化を図る。 

(1) 照明に LED 灯や人感センサーを導入 

(2) 効率的な空調設備の導入 

(3) 断熱性の高い壁の使用 等 

優 先 性 多目的施設の整備により、周辺施設の利用者や地域コミュニティとしての利活用にも期

待でき、さらに明石公園の魅力向上にもつなげることができる。加えて、現状抱える県立

弓道場の課題を解消することができる。 

 

３ 審査会意見 

審 査 会 

意  見 
事業の必要性、有効性が認められ、整備することは妥当である。 

 


